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１ 制度の概要 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の 3第 7項に基づき産業廃棄物管

理票の交付者（以下「事業者」という。）は、毎年 6月 30日までに、その年の

3月 31日以前の 1年間において交付した産業廃棄物管理票（マニフェスト）の

交付等の状況に関し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書（様式第 3号）」

（以下「報告書」という。）を作成し、千葉県知事へ提出することが必要です。 

なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが

集計して千葉県知事に報告を行うため、報告書を提出する必要はありません。 

 

２ 対象者 

千葉県内（千葉市、船橋市又は柏市を除く。以下同様。）に事業場が所在し、

マニフェストを交付した事業者（中間処理業者を含む。） 

※千葉市内、船橋市内又は柏市内に事業場が所在する場合は、それぞれの市に

報告書を提出してください。 

千葉市 産業廃棄物指導課 TEL 043-245-5682 

船橋市 廃 棄 物 指 導 課 TEL 047-436-3810 

柏 市 産業廃棄物対策課 TEL 04-7167-1696 

 

３ 報告対象 

 前年度に交付したマニフェストの交付等の状況 

 千葉県内に事業場が複数存在する場合には、それぞれに対して報告が必要 

（ただし、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場にあっては、とりまと

めて報告してください。） 

https://wcm.znc.pref.chiba.lg.jp/cms8341/shigen/haishutsu/denshi-oshirase.html?mode=preview
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080700/p000825.html
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４ 提出期間 

４月１日から６月３０日まで 

５ 提出方法及び提出先 

（１）ちば電子申請サービス 

千葉県ホームページの「ちば電子申請サービス」から手続を行ってください。

報告者は「ちば電子申請サービス」画面の案内に従い、必要事項を入力し、作

成した報告書（エクセル（xls）ファイル又は PDFファイル）を添付し、電子

届出として送信します。 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（マニフェスト報告書） 

URL：https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41282 

 

（２）郵送又は持参（紙提出） 

様式第三号（法定様式）を提出してください。 

 〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 

千葉県環境生活部 廃棄物指導課 指導企画班 

封筒に「マニフェスト報告書在中」とご記入ください。 

＜留意事項＞ 

1. 押印は不要です。 

2. 交付したマニフェストやその写しなど添付書類は不要です。 

3. 控えの受付・返送は行いません。控えが必要な方は事前に、写しをとっ

てから提出してください。 

4. 提出記録を残したい場合は、簡易書留、レターパックなどの方法で提出

してください。到着確認のお問い合わせにはお答えできません。 

5. 機械の読み取りに支障の無いよう、他の自治体の様式や提出したものの

流用をせず、ホームページから様式をダウンロードしてください。 

http://www.shinsei.elg-front.jp/chiba/navi/govTop.do?govCode=12000
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６ 報告書様式 

URL：https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/tetsuzuki/haisouhou/manifest101.html 

 

産
業
廃
棄
物
管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書
（
令
和

年
度
）

　
千
葉
県
知
事
　
殿

　
　
　
住
　
　
所

　
　
　
氏
　
　
名

（
 法

人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

　
　
　
電
話
番
号

番 号
産
業
廃
棄
物

の
種
類

排
出
量

(t
)

管
理
票
の

交
付
枚
数

運
搬

受
託

者
の

許
可

番
号

運
搬
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

運
搬

先
の

住
所

処
分
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

処
分

場
所

の
住

所

1 2 3 4

 備
考

１
　

こ
の

報
告

書
は

、
前

年
４

月
１

日
か

ら
３

月
３

１
日

ま
で

に
交

付
し

た
産

業
廃

棄
物

管
理

票
に

つ
い

て
６

月
３

０
日

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
。

２
　

同
一

の
都

道
府

県
（

政
令

市
）

の
区

域
内

に
、

設
置

が
短

期
間

で
あ

り
、

又
は

住
所

地
が

一
定

し
な

い
事

業
場

が
２

以
上

あ
る

場
合

に
は

、
こ

れ
ら

の
事

業
場

を
１

事
業

場
と

し
て

ま
と

め
た

上
で

提
出

す
る

こ
と

。

３
　

産
業

廃
棄

物
の

種
類

及
び

委
託

先
ご

と
に

記
入

す
る

こ
と

。

４
　

業
種

に
は

日
本

標
準

産
業

分
類

の
中

分
類

を
記

入
す

る
こ

と
。

５
　

運
搬

又
は

処
分

を
委

託
し

た
産

業
廃

棄
物

に
石

綿
含

有
産

業
廃

棄
物

、
水

銀
使

用
製

品
産

業
廃

棄
物

又
は

水
銀

含
有

ば
い

じ
ん

等
が

含
ま

れ
る

場
合

は
、

「
産

業
廃

棄
物

の
種

類
」

の
欄

に
そ

の
旨

を
記

載
す

る
と

と
も

に
、

各
事

項
に

つ
い

て
石

綿
含

有
産

業
廃

棄
物

、
水

銀
使

用
製

品
産

業
廃

棄
物

又
は

水
銀

含
有

ば
い

じ
ん

等
に

係
る

も
の

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
。

６
　

処
分

場
所

の
住

所
は

、
運

搬
先

の
住

所
と

同
じ

で
あ

る
場

合
に

は
記

入
す

る
必

要
は

な
い

こ
と

。

７
　

区
間

を
区

切
っ

て
運

搬
を

委
託

し
た

場
合

又
は

受
託

者
が

再
委

託
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

区
間

ご
と

の
運

搬
受

託
者

又
は

再
受

託
者

に
つ

い
て

す
べ

て
記

入
す

る
こ

と
。

令
和
　
　
年
　
　
 月

　
　
日

業
　
　
種

電
話
番
号

　
　
報
 告

 者

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
１
２
条
の
３
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
　
年
度
の
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
ま
す
。

事
業

場
の

名
称

事
業

場
の

所
在

地

処
分

受
託

者
の

許
可

番
号

  
　
　
　
　
　
（
　
　
　
）
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注）別紙は１枚目（様式第３号）に収まらない場合に使用してください。 

番 号
産
業
廃
棄
物

の
種
類

排
出
量

(t
)

管
理
票
の

交
付
枚
数

運
搬

受
託

者
の

許
可

番
号

運
搬
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

運
搬

先
の

住
所

処
分

受
託

者
の

許
可

番
号

処
分
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

処
分

場
所

の
住

所

5 6 7 8 9 10 11 12

 備
考

１
　
こ
の
別
紙
は
様
式
第
三
号
の
記
載
に
当
た
っ
て
行
数
が
足
り
な
い
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
様
式
で
足
り
な
い
場
合
、
ま
た
、
行
番
号
に
つ
い
て
も
適
宜
付
け
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
事
業
場
の
名
称
に
は
、
報
告
書
（
様
式
第
三
号
）
と
同
じ
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

事
業

場
の

名
称
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７ 記載例 

 

 

様
式
第
三
号
（
第
八
条
の
二
十
七
関
係
）

産
業
廃
棄
物
管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書
（
令
和
7年

度
）

産
業
廃
棄
物
管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書
（
令
和

6
年
度
）

　
千
葉
県
知
事
　
殿

　
　
　
住
　
　
所

　
　
　
氏
　
　
名

（
 法

人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名

）
　
　
　
電
話
番
号

番 号
産
業
廃
棄
物

の
種
類

排
出
量

(t
)

管
理
票
の

交
付
枚
数

運
搬

受
託

者
の

許
可

番
号

運
搬
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

運
搬

先
の

住
所

処
分
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

処
分

場
所

の
住

所

1
コ
ン
ク
リ
ー

ト
が
ら

10
5
01
23
4△

(有
)△

△
環
境

21
0-
00
00
 神

奈
川
県
○

○
市
○
×
0-

1-
23

（
株
）
△
△
グ

リ
ー
ン

2
廃
油

0.
2

1
自
己
運
搬

21
0-
00
00
 神

奈
川
県
○

○
市
○
×
0-

1-
24

（
株
）
○
×
化
学

3
金
属
く
ず

15
2
01
△
23
4

（
株
）
△
△
工
業

20
0-
00
00
 千

葉
県
○
○

市
○
×
10
0-
1

（
株
）
△
△
興
業

4
金
属
く
ず

6.
3

1
0△

12
34

□
□
清
掃
（
株
）

20
0-
00
00
 千

葉
県
○
○

市
○
×
33
3

エ
コ
〇
〇
（
株
）

 備
考

１
　
こ
の
報
告
書
は
、
前
年
４
月
１
日
か
ら
３
月
３
１
日
ま
で
に
交
付
し
た
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
つ
い
て
６
月
３
０
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

２
　
同
一
の
都
道
府
県
（
政
令
市
）
の
区
域
内
に
、
設
置
が
短
期
間
で
あ
り
、
又
は
住
所
地
が
一
定
し
な
い
事
業
場
が
２
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
場
を
１
事
業
場
と

し
て
ま
と
め
た
上
で
提

出
す
る
こ
と
。

３
　
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
委
託
先
ご
と
に
記
入
す
る
こ
と
。

４
　
業
種
に
は
日
本
標
準
産
業
分
類
の
中
分
類
を
記
入
す
る
こ
と
。

５
　
運
搬
又
は
処
分
を
委
託
し
た
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
「
産
業
廃
棄
物
の
種

類
」
の
欄
に
そ
の
旨
を

記
載
す
る
と
と

も
に
、

各
事
項
に
つ
い
て
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
に
係
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

６
　
処
分
場
所
の
住
所
は
、
運
搬
先
の
住
所
と
同
じ
で
あ
る
場
合
に
は
記
入
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
。

７
　
区
間
を
区
切
っ
て
運
搬
を
委
託
し
た
場
合
又
は
受
託
者
が
再
委
託
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
区
間
ご
と
の
運
搬
受
託
者
又
は
再
受
託
者
に
つ
い
て
す
べ
て
記
入
す
る
こ
と
。

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
１
２
条
の
３
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
6年

度
の
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
ま
す
。

令
和
　

７
年
　
４
 月

３
０
日

　
　
報
 告

 者

26
0-
86
67
　
千
葉
県
○
○
市
○
×
１
-２

-３

凸
凹
化
学
工
業
　
代
表
取
締
役
　
凸
凹
太
郎

×
×
×
（
△
△
△
）
□
□
□
□

事
業

場
の

名
称

凸
凹
化
学
工
業
（
株
)□

□
工
場

業
　
　
種

総
合
工
事
業

事
業

場
の

所
在

地
千
葉
県
□
□
市
▽
▽
５
０
０
－
１

電
話
番
号

×
×
×

（
△
△
△

）
□
□
□
□

処
分

受
託

者
の

許
可

番
号

01
23
△
4

01
2△

34

有
償
売
却

△
01
23
4

押
印
は
不
要

建
設
工
事
等
、
短
期
間
の
現
場
が
複
数
あ
る
場
合
（
備
考
２
を
参
照
）
は
、

「
事
業
場
名
称
」
を
「
千
葉
県
内
管
轄
工
事
」
、
「
事
業
場
の
所
在
地
」
を

「
千
葉
県
管
轄
区
域
内
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

自
己
運
搬
し
た
場
合

許
可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
下
６
桁
の
番
号

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

有
償
売
却
し
た
場
合

同
じ
種
類
で
あ
っ
て
も
、

処
理
業
者
が
異
な
る
場
合

は
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
入
力

ト
ン
で
記
入
。
立
米
や
個
数
で
把
握
し
て
い

る
場
合
は
、
ト
ン
に
換
算
す
る

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
「
運
搬
先
の
事
業
場
（
処
分

事
業
場
）
」
欄
に
記
入
さ
れ
た
住
所

※
運
搬
受
託
者
の
所
在
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん

日
本
標
準
産
業
分
類
の
中
分
類
の
名
称
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

通
常
は
運
搬
先
と
同
じ
な
の
で
、
記
入
は
不
要

（
備
考
６
を
参
照
）

実
績
年
度
を
記
入

原
則
、
法
人
名
及
び
法
人

代
表
者
氏
名
の
み
記
入

千
葉
市
、
船
橋
市
又
は
柏
市
の
区
域
に
事
業
場
が
あ
る

場
合
は
そ
の
市
に
提
出
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番 号
産
業
廃
棄
物

の
種
類

排
出
量

(t
)

管
理
票
の

交
付
枚
数

運
搬

受
託

者
の

許
可

番
号

運
搬
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

運
搬

先
の

住
所

処
分

受
託

者
の

許
可

番
号

処
分
受
託
者
の

氏
名
又
は
名
称

処
分

場
所

の
住

所

5
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類

10
1
12
34
**

（
株
）
〇
〇
運
輸

26
0-
00
00
 千

葉
県
×
×

市
×
×
1-
2-
3

5
23
45
**

(株
)□

□
海
運

88
9-
00
00
 宮

崎
県
□
△

郡
□
△
町
□
△
3-
4-
5

5
34
56
**

◎
◎
陸
運
(株

)
88
9-
00
00
 宮

崎
県
○
×

郡
○
×
町
○
×
5-
6-
7

45
67
**

〇
〇
施
設
（
株
）

6
が
れ
き
類
(石

綿
含
有
)

15
3
12
3*
**

（
株
）
□
□
運
輸

26
0-
00
00
 千

葉
県
×
×

市
×
×
1-
2-
3

45
68
**

〇
〇
興
産
（
株
）

7
照
明
機
器

（
水
銀
使
用

製
品
）

1
1
23
4*
**

(株
)海

運
●
●

88
9-
00
00
 宮

崎
県
□
△

郡
□
△
町
□
△
3-
4-
5

45
69
**

〇
〇
設
備
（
株
）

8
ば
い
じ
ん

（
水
銀
含

有
）

2
4
34
5*
**

◎
◎
回
運
(株

)
88
9-
00
00
 宮

崎
県
○
×

郡
○
×
町
○
×
5-
6-
7

45
70
**

〇
〇
建
材
（
株
）

9 10

 備
考

１
　
こ
の
別
紙
は
様
式
第
三
号
の
記
載
に
当
た
っ
て
行
数
が
足
り
な
い
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
様
式
で
足
り
な
い
場
合
、
ま
た
、
行
番
号
に
つ
い
て
も
適
宜
付
け
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
事
業
場
の
名
称
に
は
、
報
告
書
（
様
式
第
三
号
）
と
同
じ
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

事
業

場
の

名
称

区
間
委
託
の
場
合
、

区
間
ご
と
に
段
を
設

け
る

区
間
委
託
の
場
合
、
積
替

え
保
管
場
所
を
記
入

区
間

1

区
間

2

区
間
3

石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
含

有
ば
い
じ
ん
等
、
水
銀
使
用
製
品

産
業
廃
棄
物
は
別
に
記
入
。
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＜具体例１（中間･最終処分場に直行する場合のマニフェスト）＞ 

 

 

 

 

　　　住　　所

　　　氏　　名

（ 法人にあっては名称及び代表者の氏名）
　　　電話番号

番
号

産業廃棄物
の種類

排出量
(t)

管理票の
交付枚数

運 搬 受 託 者
の 許 可 番 号

運搬受託者の
氏名又は名称

運 搬 先 の 住 所
処分受託者の
氏名又は名称

処 分 場 所 の 住 所

1
動植物性残
さ

4 1 01234△ (有)△△環境
210-0000 神奈川県○
○市○×0-1-23

〇〇有機（株）

処 分 受 託 者
の 許 可 番 号

0123△4

事 業 場 の 名 称 凸凹食品工業（株)□□工場 業　　種 食料品製造業

事業場の所在地 千葉県△△市△△４－５－６ 電話番号 ×××（△△△）□□□□

　　報 告 者

260-8667　千葉県○○市○×１-２-３

凸凹食品興業（株）　代表取締役　凸凹太郎

×××（△△△）□□□□

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき、令和6年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

② 

③ 

④ 

⑤ 

許可番号はマニフェストに記載されていないので、契約書や許可証で確認する 

① ③ ④ ⑤ 
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＜具体例２（積替保管場を経由した場合のマニフェスト）＞ 

 

 

 

 

　　　住　　所

　　　氏　　名

（ 法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　　　電話番号

番
号

産業廃棄物
の種類

排出量
(t)

管理票の
交付枚数

運 搬 受 託 者
の 許 可 番 号

運搬受託者の
氏名又は名称

運 搬 先 の 住 所
処分受託者の
氏名又は名称

処 分 場 所 の 住 所

1 燃え殻 10 1 1234** （株）△△運輸
210-0000 千葉県××
市１－２－３

1 2345** （株）□□海運
889-0000宮崎県□△郡
□△町□△３－４－５

1 3456** ◎◎陸運(株)
889-0000 宮崎県○×
郡○×町○×5-6-7

（株）〇〇興業

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき、令和6年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

　　報 告 者

260-8667　千葉県○○市○×１-２-３

凸凹電力（株）　代表取締役　凸凹次郎

×××（△△△）□□□□

事 業 場 の 名 称 凸凹火力発電所 業　　種 電気業

事業場の所在地 千葉県□□市□□４－５－６ 電話番号 ×××（△△△）□□□□

処 分 受 託 者
の 許 可 番 号

012△35

 
 

 

 

 

 

① 

② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

② 

 

④ 

 

⑥ 

①  

 

③ 

 

⑤ 

 

 

⑦ 

区間ごとに段を設ける 
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＜具体例３（建設廃棄物のマニフェスト）＞ 

 

 

 

 

　　　住　　所

　　　氏　　名

（ 法人にあっては名称及び代表者の氏名）
　　　電話番号

番
号

産業廃棄物
の種類

排出量
(t)

管理票の
交付枚数

運 搬 受 託 者
の 許 可 番 号

運搬受託者の
氏名又は名称

運 搬 先 の 住 所
処分受託者の
氏名又は名称

処 分 場 所 の 住 所

1
ガラス･コン
クリート･陶
磁器くず

20 5 01234△ 〇〇運送（株）
359-0000 埼玉県所沢
市〇〇丁目〇－○

（株）△△興業

処 分 受 託 者
の 許 可 番 号

012△35

事 業 場 の 名 称 千葉県内管轄工事 業　　種 総合工事業

事業場の所在地 千葉県管轄区域内 電話番号 ×××（△△△）□□□□

　　報 告 者

260-0001　千葉県中央区市場町１０－１０

△△建設（株）　代表取締役　凸凹三郎

×××（△△△）□□□□

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき、令和6年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

 

 

複数の工事現場の交付状況を合算して記入すること。 
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８ 参考 

＜日本標準産業分類＞ 

 

14 

https://wcm.znc.pref.chiba.lg.jp/cms8341/shigen/haishutsu/documents/bunrui.pdf
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＜産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数＞ 

産業廃棄物等の種類と体積（立方メートル）から重量（トン）への換算係数（参考値）

産 業 廃 棄 物 の 種 類 換算係数 (t/㎥) 産 業 廃 棄 物 の 種 類 換算係数 (t/㎥)

燃え殻 1.14 建設混合廃棄物 0.26

汚泥 1.10 管理型混合廃棄物 0.26

廃油 0.90 安定型混合廃棄物 0.26

廃酸 1.25 その他混合廃棄物 （注２）

廃アルカリ 1.13 シュレッダーダスト 0.26

廃プラスチック類 0.35 電池類（水銀使用製品） 1.00

紙くず 0.30 照明機器（水銀使用製品） 0.15

木くず 0.55 医薬品等（水銀使用製品） 0.05

繊維くず 0.12 体温計（水銀使用製品） 0.28

動物性残さ 1.00 血圧計（水銀使用製品） 0.48

動物系固形不要物 1.00 その他（水銀使用製品） 1.00

ゴムくず 0.52 廃自動車 1.00

金属くず 1.13 廃電気機械器具 1.00

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 1.00 廃電地類 1.00

コンクリートがら 1.48 複合材（注３） 1.00

アスファルト・コンクリートがら 1.48 感染性廃棄物 0.30

鉱さい 1.93 廃PCB等 1.00

がれき類 1.48 PCB汚染物 1.00

動物のふん尿 1.00 PCB処理物 1.00

動物の死体 1.00 廃水銀等 13.57

ばいじん 1.26 廃石綿等 0.30

処分するために処理したもの（13号廃棄物） 1.00 指定有害廃棄物 （注２）

輸入された廃棄物 （注２） その他特別管理産業廃棄物 （注２）

注１）種類及び係数については、環境省通知（H18.12.27環廃産発第061227006号）及び（財）日本産業廃棄物処理

振興センターが電子マニフェストの処理に使用しているものを参考とした。

注２）参考値に換算係数を示していないものについては、種類・形状・形態から判断して換算すること。

注３）複数の産業廃棄物が排出段階で一体不可分になっているもの。

注４）この換算係数はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置付けであることに留意されたい。

注５）「２ｔ車１台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それぞれ上記換算係数を掛ける

ことによりトン数を計算する方法がある。

 

 

https://wcm.znc.pref.chiba.lg.jp/cms8341/shigen/haishutsu/documents/kansan.pdf
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＜表にない主な産業廃棄物の分類＞ 

 

 混合廃棄物     

➢ 建設系であれば、建設混合廃棄物 

➢ 安定型５品目（廃プラスチック類、がれき類、ガラス

くず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、

ゴムくず）のみであれば、安定型混合廃棄物 

➢ それ以外のものが含まれる場合、管理型混合廃棄物 

 

・ 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等 

➢ 産業廃棄物の種類の隣にかっこ書きで水銀使用製品産

業廃棄物または水銀含有ばいじん等と記載すること。 

             例：ばいじん（水銀含有） 

 

 廃石膏ボード 

➢ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

➢ 紙等の付着がある場合、管理型混合廃棄物 

 

 蛍光灯 

➢ 廃電気機械器具 

➢ 水銀使用製品の場合 

照明機器（水銀使用製品） 

 

 

＜重量（ｔ）への換算例＞ 

 廃プラスチック類 2 ㎥ → 0.7 ｔ  

［ 2 (㎥) × 0.35 (t/㎥) ＝ 0.7 (t) ］ 

 廃油 10 ℓ       → 0.009t  

[ 10 (ℓ) × 0.001 (㎥/ℓ) × 0.9 (t/㎥) ＝ 0.009 t ] 

 感染性廃棄物 5 kg → 0.005 t 

[ 5 (kg) × 0.001 (t/kg) ＝ 0.005 (t) ] 
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９ 問い合わせ先 

廃棄物指導課指導企画班または所轄の地域振興事務所にお問い合わせください。 

◆◇◆関係問い合わせ先一覧◆◇◆ 

 
(1) 県庁（千葉市、船橋市、柏を除く県下全域） 

名      称 電  話 ホームページアドレス 

千葉県環境生活部 廃棄物指導課 指導企画班 043-223-2757 
https://www.pref.chiba.lg.jp
/haishi/ 

 
(2) 地域振興事務所 

名 称 所 在 地 電 話 管 轄 す る 市 町 村 

葛南地域振興事務所 
地域環境保全課 

〒273-8560 
047-424-8093 市川市,習志野市,八千代市,

浦安市 船橋市本町1-3-1ﾌｪｲｽ7階 

東葛飾地域振興事務所 
地域環境保全課 

〒271-8560 
047-361-2119 松戸市,野田市,流山市,我

孫子市,鎌ヶ谷市 松戸市小根本7 

印旛地域振興事務所 
地域環境保全課 

〒285-8503 
043-483-1138 

佐倉市,成田市,四街道市,八

街市,印西市,白井市,富里市

,栄町,酒々井町 佐倉市鏑木仲田町8-1 

香取地域振興事務所  
地域環境保全課 

〒287-8502 
0478-54-7505 香取市,神崎町,多古町,東庄

町 香取市佐原イ92-11 

海匝地域振興事務所  
地域環境保全課 

〒289-2504 
0479-64-2825 銚子市,旭市,匝瑳市 

旭市ニ1997-1 

山武地域振興事務所 
地域環境保全課 

〒283-0006 
0475-55-3862 

東金市,山武市,大網白里市

,九十九里町,横芝光町,芝

山町 東金市東新宿1-11 

長生地域振興事務所 
地域環境保全課 

〒297-8533 
0475-26-6731 茂原市,一宮町,白子町,長柄

町,長南町,睦沢町,長生村 茂原市茂原1102-1 

夷隅地域振興事務所 
地域環境保全課 

〒298-0212 
0470-82-2451 勝浦市,いすみ市,大多喜町

,御宿町 夷隅郡大多喜町猿稲472-2 

安房地域振興事務所 
地域環境保全課 

〒294-0045 
0470-22-8711 館山市,鴨川市,南房総市,

鋸南町 館山市北条402-1 

君津地域振興事務所 
地域環境保全課 

〒292-8520 
0438-23-2285 木更津市,君津市,富津市,袖

ヶ浦市 木更津市貝渕3-13-34 
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(3) 千 葉 市 

名  称 所 在 地 電話番号 

千葉市環境局資源循環部 
産業廃棄物指導課 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港１－１ 043-245-5682 

 
(4) 船 橋 市 

名  称 所 在 地 電話番号 

船橋市環境部廃棄物指導課 〒273-8501 船橋市湊町２－１０－２５ 047-436-3810 

 
(5) 柏 市 

名  称 所 在 地 電話番号 

柏市環境部産業廃棄物対策課 〒277-8505 柏市柏５－１０－１ 04-7167-1696 

 

 


